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第
18
回
み
か
も
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
佐
野
市
運
営
協
議
会

を
開
催
し
ま
し
た

●
運
営
協
議
会
と
は
？

　

地
元
３
町
会
（
町
谷
町
会
・
関

川
町
会
・
黒
袴
町
会
の
各
６
人
）

の
代
表
者
18
人
と
市
民
生
活
部
長

の
19
人
で
委
員
会
を
構
成
し
て
い

ま
す
。

　

年
２
回
（
５
月
と
11
月
）
開
催

し
、
施
設
の
運
転
状
況
に
つ
い
て

安
全
・
安
心
に
実
施
で
き
て
い
る

か
を
確
認
し
、
協
議
し
て
い
ま
す
。

　

本
年
度
は
11
月
19
日

（木）
に
、
み

か
も
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
協
議

会
が
開
催
さ
れ
、
活
発
な
意
見
交

換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

●
会
議
の
概
要

　

ご
み
焼
却
処
理
施
設
の
運
転
・

整
備
状
況
、
み
か
も
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
の
排
出
ガ
ス
、
環
境
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
調
査
結
果
な
ど
を
報

告
し
、
同
セ
ン
タ
ー
が
順
調
に
運

営
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
れ

ま
し
た
。
内
容
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
ク
リ
ー
ン
推
進
課

☎
（２２）
２
６
５
４

税
理
士
の
申
告
無
料
相
談

　

給
与
所
得
者
、
年
金
を
受
け
て

い
る
方
、
給
与
所
得
者
で
医
療
費

控
除
を
申
告
す
る
方
、
年
の
中
途

に
就
・
退
職
さ
れ
た
方
な
ど
の
還

付
申
告
相
談
や
申
告
書
の
作
成
を

無
料
で
行
い
ま
す
。

▼
日
時
＝
２
月
３
日

（水）
、
23
日

（火）

午
前
10
時
～
午
後
４
時　

▼
会
場
＝
各
税
理
士
事
務
所
（
事

前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
）

■
問
合
せ
＝
関
東
信
越
税
理
士
会

佐
野
支
部
（
篠
原
偉
治
税
理
士
事

務
所
内
）
☎
（２５）
１
２
０
０

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
は

お
早
め
に

　

平
成
28
年
１
月
１
日
に
お
い

て
、
給
与
の
支
払
い
を
す
る
法
人
・

個
人
は
、
給
与
支
払
報
告
書
を
給

与
受
給
者
（
臨
時
・
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
・
事
業
専
従
者
を
含
む
）

の
１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
の
市

町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

適
正
課
税
の
た
め
、
金
額
の
多

少
に
か
か
わ
ら
ず
、
期
限
で
あ
る

平
成
28
年
２
月
１
日

（月）
ま
で
に
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

　

提
出
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

じ
たeL

T
A

X

で
も
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.eltax.jp/

■
問
合
せ
＝
市
民
税
課

☎
（２０）
３
０
０
８

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　

国
民
年
金
は
、
自
営
業
・
農
林

漁
業
・
学
生
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
無

職
な
ど
で
20
歳
か
ら
60
歳
未
満
の

方
が
加
入
す
る
制
度
で
す
。

　

国
民
年
金
に
は
、
老
後
の
生
活

保
障
で
あ
る
「
老
齢
基
礎
年
金
」

だ
け
で
な
く
、「
障
害
基
礎
年
金
」

や
「
遺
族
基
礎
年
金
」
制
度
が
あ

り
ま
す
。

　

な
お
、
学
生
の
方
や
収
入
が
少

な
く
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方

は
、
保
険
料
の
支
払
い
を
猶
予
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
市
民
課
☎
（２０）
３
０
１

９チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
費

補
助
金
を
終
了
し
ま
す

　

平
成
28
年
3
月
31
日
で
、
チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
購
入
費
へ
の
補

助
金
の
交
付
を
終
了
し
ま
す
。

　

手
続
き
を
さ
れ
る
方
は
3
月
31

日
ま
で
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
対
象
＝
市
内
に
住
所
を
有
し
、

満
6
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
保
護
者

（
お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
て
か
ら
申

請
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
補
助
金
額
＝
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト
の
購
入
金
額
の
３
分
の
１

（
５
千
円
限
度
）

▼
申
込
＝
所
定
の
申
請
書
、
領
収

書
（
申
請
者
宛
で
、
金
額
、
品
名

な
ど
の
記
載
が
あ
る
も
の
）、
印

か
ん
、
申
請
者
名
義
の
通
帳
を
お

持
ち
の
う
え
、
交
通
生
活
課
（
新

庁
舎
５
階
）、
田
沼
・
葛
生
の
各

行
政
セ
ン
タ
ー
へ　

■
問
合
せ
＝
同
課
☎
（２０）
３
０
１
４

子
ど
も
人
権
相
談
所

　

人
権
擁
護
委
員
（
子
ど
も
人
権

委
員
）
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

【
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
】

▼
日
時
＝
１
月
21
日

（木）
午
後
１
時

30
分
～
４
時
（
受
付
３
時
ま
で
）

▼
会
場
＝
男
女
共
同
参
画
推
進
セ

ン
タ
ー
（
定
例
困
り
ご
と
・
人
権

相
談
所
内
）

※
相
談
は
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
で
も
受
付
中
で
す

平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分

☎
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

■
問
合
せ
＝
人
権
・
男
女
共
同
参

画
課
☎
（２７）
２
３
５
４

検 索アルシオーネ・コート佐野

ウエディングスクエア  アルシオーネ・コート佐野
TEL.0283－23－8400

ご婚礼、ご宴会のご予約も承っております。

佐野プレミアム・
アウトレットさん隣り

楽しく仲良く熱心に勉強しませんか?楽しく仲良く熱心に勉強しませんか?
35年の信頼と実績

高校生…英語・数学・物理・化学
中学生…英語・数学・特別補習（5教科）
小学生…英語・佐高付属中受験対策

LSE英語教室 LSE数理教室
☎21-1212（午前9時まで）
080-2126-0948（尾花）

金下教室  24 -1659
富岡教室   23 -6463
三好教室   62 -1847
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

まち・ひと・しごと創生（佐野市版）　
　先月号では、平成４５年における本市の人口を約８万５千人とする目標を定めたことをお伝えしま

した。

　これに向けて、５か年計画「佐野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を定め、４つの基本目標を決め、

人口減少を食い止めるべくさまざまな取り組みを実施してくことを予定しています。

　予定している事業をいくつかご紹介します。基本目標１「安定したしごとをつくる」では、創業し

やすい体制整備のため、創業に向けた支援に加え、創業した方が安定した経営ができるよう創業後の

サポートを実施します。基本目標２「新しい人のながれをつくる」では、市外からの転入者を増やす

ことを目的に、転入し３世代同居・近居をする方を支援します。基本目標３「結婚・妊娠・出産・子

育ての希望をかなえる」では、将来の出生率向上に向け、結婚を希望する方に出会いの場の提供を行

います。基本目標４「時代にあった地域をつくり、安心な暮らしを守る」では、地域の安全安心を高

めることを目的に、地域防災士資格の取得を促進します。

　このような総合戦略で定めた各事業を積極的に実施することで、人口減少を抑え、活力ある佐野市

を将来も維持できるよう努力していきますので、市民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いし

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■

問合せ＝政策調整課☎（２０）３０００

不動産公売に参加しませんか　
■

問合せ＝収納課☎（２０）３０１０

　　一般の方も参加できる入札により不動産を公売します。

▼日時　２月９日（火）午後１時５０分～（受付：１時～、入札説明：１時３０分～）

▼会場　佐野市役所会議室３０２　

▼公売対象不動産（登記簿による表示）

　①【土地】船津川町 1036 番　地積：2,297㎡（田）見積価格：643,000 円　公売保証金：65,000 円

　②【土地】飯田町 1420 番　地積：1,431㎡（田）　見積価格：400,000 円　公売保証金：40,000 円　

　③【土地】山形町 553 番 7　地積：28.15㎡（宅地）

　　【土地】山形町 555 番 11　地積：301.40㎡（宅地）　

　　【土地】山形町 555 番 24　地積：41.82㎡（宅地）

　　【建物】床面積：（1 階）71.21㎡（2 階）29.81㎡　構造：木造ｽﾚｰﾄ葺 2 階建

　　見積価格：2,140,000 円　公売保証金：220,000 円

　①・②は農地のため、佐野市農業委員会発行の買受適格者証明の提出が必要で、農業委員会に１月

　１５日（金）までに申請する必要があります。

※中止・追加になる場合やその他注意事項がありますので、詳しくは市ホームページをご覧ください

ＴＥＬ ０２８４－２２－４５０５

相続・交通事故等に関する相談は

弁護士法人

小沼総合法律事務所
弁護士  小沼正毅 　　弁護士  髙山雄介

栃木県弁護士会

栃木県足利市永楽町９－４  大協ビル２階
平日：９時～１８時  土曜日：９時～１２時  日祝休
URL：http://konuma-law-office.com




